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 岩槻警察署管内では特殊詐欺に関する相談が
多数寄せられています。 
 警察官や弁護士、金融機関等を騙り、キャッ
シュカードや現金をだまし取るものや、市役所
職員を騙り、「還付金がある」などと言ってＡ
ＴＭを操作させるもの、また裁判所などを騙っ
て架空請求のはがきを送り付けるなどの手口が
多発しています。 
 特殊詐欺被害にあわないために 
   ○ 在宅中も留守番電話に設定しておく 
   ○ 知らない番号からの電話には出ない 
   ○ 家族や警察に相談する 
ことが大切です。 
 年末年始にかけて特殊詐欺が多発すると予想
されますので、家族やご近所で声を掛け合い特
殊詐欺被害を防止しましょう。 

 駐在所管内の事件事故     
 10 月１日(土)～10 月 31 日(月) 

  住居侵入等     １件    

  人身事故      ３件 

  物損事故     １０件 
 重傷事故の発生がありました。 

 道路を横断するときは横断歩道を活     

 用しましょう！！ 

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

 毎年12月10日から16日は「北朝鮮人権侵

害問題啓発週間」となっています。 

 警察では、拉致に関与したとして北朝鮮工

作員等について逮捕状の発付を得て国際手配

を行うとともに、拉致容疑事案及び北朝鮮に

よる拉致の可能性を排除できない事案の真相

解明に努めています。 

 どんな小さなことでも結構ですので、情報

をお寄せ下さい。 

  情報提供先 県警察本部外事課 

  情報提供専用ダイヤル 

  ☎048‐838‐3759 

本年もご協力ありがとうございました。 

良いお年をお迎えください！ 

マスク・手洗い・三

密回避などの対策も

おわすれなく 

～警察官の聴取にご協力をお願いします～ 

 警察では、金融機関やコンビニエンスストア
に対し、高額の引出しをする高齢者、高額の電
子マネーの購入者等を発見した際、特殊詐欺被
害の水際防止のため｢ホットライン通報｣をお願
いしています。金融機関等から連絡を受けた場
合、警察官が確認に行きますが、聴取等のご協
力をお願いします。 

《県重点》 

〇 夕暮れ時と夜間における歩行者・自転車の交 

 通事故防止 

〇 横断歩道における歩行者優先の徹底 

〇 飲酒運転の根絶及び危険運転等の防止 


